
家庭用保存版（令和８年度）

重 要

災害対応マニュアル
－地震・風水害の自然災害、不審者侵入等の発生－

Ⅰ［その瞬間からの行動］

Ⅱ［登下校時の対応］

Ⅲ［非常時の児童引き渡し］

旭市立中和小学校
＜ＴＥＬ６８－２０４６＞

大地震(震度５以上)･警報発令･不審者侵入発生時

１ 学校待機かひかた市民センターへ避難する
２ 児童は保護者へ引き渡す

※ 登校前の対応
１ 震度５弱以上の地震発生時は自宅待機
２ 旭市の陸上に「大雨警報」「暴風警報」

「特別警報」が発令された場合は自宅待機
３ Ｊアラートが発信された場合は自宅待機



災害対応マニュアル ［家庭保存版Ⅰ］
◇防災マニュアル作成の目的と意義＜子どもたちの安全・安心の確立にむけて＞
東日本大震災（発生：平成２３年３月１１日）は旭市にも甚大な被害をもたらしました。

「自然の力は人の想定をはるかに超えて発生する。」という教訓を忘れてはなりません。
そこで、命の尊さを再度確認し、子どもたちの安全・安心の確立にむけて以下のような

対応マニュアルを計画いたしました。ご家庭・地域の皆様のご理解とご協力をお願いいた
します。（防災指針等の修正があれば、対応マニュアルを更新いたします。）

地震（災害）発生 －その瞬間からの行動－
大 地 震 発 生

時間経過と行動
大揺れ30秒～１分 【１】初期対応行動 初期対応行動

・児童の安全を確保する 日頃から強い地震があることを
○基本 想定し、身の安全を守る訓練を
上から物が落ちてこない 行う。
場所・横から物が倒れて 児童
こない場所への避難 ◇机の下に入る

◇棚・ロッカー・ガラス等から離れる

大揺れがおさまる 【２】避難行動 ◇校庭・体育館…中央に集まる

１～２分後 ・揺れがおさまったら避難 ◇先生や友だちと合流する
する 職員

・防災頭巾着用(職員はﾍﾙﾒｯﾄ) □確認：子どもの把握（負傷者
○基本 の有無）
身の回りの状況をしっか 避難経路・安全の確保
りと見て、避難する。 火の元・電気の確認

□行動：避難指示、
救護、消火活動

◎避難場所

運動場 避難行動の約束
児童

（最終避難場所：ひかた市民センター） お…おさない

か…かけない

避難場所での対応 【３】児童の集合・点呼 し…しゃべらない

３～５分以後 ・本部の設置、余震への対応 も…もどらない

・児童の安全確保 職員
○基本 □指示は、はっきり正確に
児童の点呼、安全の確認 ・子どもから離れない
火災発生なしの確認 ・子どもを離さない
状況等を市教委へ報告 ・子どもを一人にしない

30分～１時間以降 【４】下校方法の決定と連絡
・保護者引渡し、一時保護（校内または避難所）
・tetoru等配信、その他



災害対応マニュアル ［家庭保存版Ⅱ］

◇児童の保護者等への引渡しについて
＜下校前に大地震や風水害が発生した場合＞
（１）原則として、以下の場合は児童の引渡しとします。

①学校長が判断した場合

②内閣府（県）から大震災に対して「警戒宣言」等が出された場合

③通学路や家屋に重大な損傷が見られ、下校が難しいと判断した場合

④大きな余震が続いている場合

⑤土砂災害警戒情報が発令された場合

（２）大地震発生後は、tetoru等での連絡が一切できないことが予想されます。
・帰宅していない場合は、①ひかた市民センター ②学校 の順で避難場所を

確認しながらおいでください。

◇登校について
＜登校前に大地震や風水害が発生した場合＞
回線がつながらず、学校との連絡は難しいものと考えます。

在宅中も地震時の「初期対応行動」にそった行動をお願いします。

（１）まずは、各家庭で通学路や近隣も含めた家屋の破損状況を確認してください。

（２）震度が４～５程度でも、近隣の安全確認をお願いします。

（３）通学路や家屋の破損で安全の確保が難しい場合は、自宅待機をさせてください。

※保護者の皆さんが登校班の集合場所に集まり、安全が確保できるか相談されるこ

とも一方策と考えます。

（４）安全が確保できると判断した場合でも、可能な限りご都合のつく保護者の方が

引率して登校してくださるようにお願いします。

（５）市の防災無線での連絡にもご留意ください。

旭市での震度が５程度であっても震源地が震度７以上の場合、本震よりも余震
の方が大きい場合があるとのことです。ご注意ください。

◇登下校中について
＜登下校中に大地震や風水害が発生した場合＞
（１）児童は、自宅により近い所にいる場合は身の安全を守り、自宅へ帰ります。（状

況によって子ども１１０番の家や近隣の家に一時避難するよう指導をお願いしま

す）

（２）登校中、学校に近い位置なら、そのまま登校し、下校中であれば学校に引き返

して学校の指示に従うよう指導をお願いします。
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非常時（地震・荒天等の災害災害、不審者侵入等の発生）
に お け る 児 童 引 渡 し の 流 れ

１ 児童引渡しによる下校と決定

２ 職員による各家庭へ児童引渡しの要請・連絡 (注１、２)

３ 引渡し相手を児童とともに確認しながら引渡す (注３、４)

４ 引渡し相手不在児童は、集合して待機する（学校職員の管理下に入る）

※保護者と連絡がとれるまで、児童は避難場所にて一時保護します。

（注１）児童引渡しの連絡（時間・場所等）は、tetoru 等で配信します。配信不能の場合
は電話連絡します。つながらない場合は時間をおいてから再度連絡を試みます。

（注２）災害時は、tetoru配信・電話連絡等が一切できないことも考えられます。
その場合は保護者の方自身の安全を確保のうえ、①ひかた市民センター ②学校
の順で避難場所を確認しながら直接お越しください。

（注３）児童は学年別に並びます。複数学年にお子様がいる場合は下の学年から順に児童
のお迎えをお願いします。

（注４）担任またはその学年の避難を担当する職員が引取り者（保護者・家族・代理人）
の確認を児童とともに行ってから、引渡します。引取る際には、児童名・児童との
関係をお知らせください。

＜お願い＞
駐車場が狭い関係と道路事情を考慮して、なるべく徒歩でお越しください。

※ 迅速な引き渡しのため、「引き渡しカード」の使用は廃止いたします。

警戒レベル３

｢高齢者等避難」

の避難情報が出たら、

児童はひかた市民

センターへの避難を

開始します。


